
「要治療」等の方の医療機関受診率が向上すると 保険料率の引き下げ につながる 可能性 があります！

受診勧奨を受けた方の医療機関受診率は保険料率の引き下げにつながるインセンティブ制度
の評価指標のひとつとなっています。群馬支部の令和３年度の要治療者の医療機関受診率は
全国順位２９位。　　　　　　　　　　　　　　インセンティブ（報奨金）制度の詳細についてはこちら ▶▶▶

協会けんぽ

ぐんまだより
職場内で掲示・回覧をお願いいたします

従業員の退職や、被扶養者の就職時には、保険証の速やかな回収と届出をお願いします。

上記の内容のお問い合わせは　保健グループ　☎ 027－219－2100　音声ガイダンス③
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協会けんぽが実施する受診勧奨について

健診結果「要治療」「要精密検査」を、そのまま放置すると…

健診結果が「要治療」「要精密検査」の方に
早期受診のお声がけ をお願いします

健診結果が
「要治療」「要精密検査」 そのまま放置 重症化 ・従業員の休職

・生産性の低下

脳卒中 足の壊疽心筋梗塞

自覚症状がないからと「高血圧」、「高血糖」などを放置すると

などの病気を引き起こす可能性があります。

早期に医療機関へ受診いただくためのご案内をお送りしています。
事業主様におかれましては、従業員様へ受診案内の周知をお願いいたします。

送付対象者のうち、より重症域の方には受診状況等を再度確認させていただく場合があります。

① 健診受診前月及び健診受診後３ヵ月以内に医療機関を未受診の方。
② 以下の基準のいずれかひとつでも該当する方。

送付対象者

収縮期血圧
160mmHg以上

拡張期血圧
100mmHg以上

空腹時血糖
126mg/dl以上

HbA1c （NGSP値）
6.5%以上

LDLコレステロール
180mg/dl以上

OP
EN

リアルな声をお聞きください。

健診後
の

医療機関を受診しなかった方

親 展
重 要

開封前に宛名をご確認ください。

料金後納郵便

協会けんぽ

こちらからお開けください

健診受診後の大切なお知らせ です。必ず開封してください。

受診しなかった方からのメッセージ

必ず開封して内容を確認してください。

健康な毎日を送るためには健診結果を踏まえた次の行動が重要です。

健康な毎日を送るためには健診結果を踏まえた次の行動が重要です。

健康な毎日を送るためには健診結果を踏まえた次の行動が重要です。

健康な毎日を送るためには健診結果を踏まえた次の行動が重要です。

毎年の健診結果で血圧とLDLコレステロール値が高めで
あることを指摘されていました。自覚症状もなかったので、

特に気にしていませんでした。その日は突然きました。朝、起きたらめまいに襲われて倒れ
てしまい、３か月入院しました。退院後も、リハビリを続け
て、４年たってようやく歩けるようになりました。
趣味の登山ができず、何より仕事ができないことで家族に
迷惑をかけてしまったという思いがあります。
あの時、健診結果で指摘されたことを病院に相談しておけ
ばと思うと後悔しかありません。53歳・男性・青森県

脳卒中

痛くもかゆくもなかったので、糖尿病を甘く見ていたのだと
思います。網膜症から左目失明。 家族は「自業自得だ」とあ
きれていました。ここで目がさめました。右目も見えにくく
なり、真剣に糖尿病と向き合うことになりました。毎日の治
療に「くじけそうになることがあっても、自分は瀬戸際だ。

失明は怖い」とがんばらざるを得ません。若い人には「症
状がなくても、きちんと診療を受けて欲しい。誰のためでも
ない、自分のために。それがひいては家族のためにもなる
のだから」と言いたいです。 

出典：厚生労働省生活習慣病対策室
 「糖尿病の治療を放置した働き盛りの今」 

2型糖尿病歴30年61歳・男性・愛媛県

糖尿病

協会けんぽからの
健診受診後の大切なお知らせ です。

あなたの健康をお守りするためにお送りしています。



申請書の提出は郵送でお願いします。

上記のお問い合わせは　業務グループ　☎ 027－219－2100　音声ガイダンス②

協会けんぽでは、令和５年１月より各種申請書（届出書）の様式を変更しています。
新様式では新システムによる自動審査を導入して審査を迅速化・効率化しています。

協会けんぽで受付した申請書及び添付書類（領収書や証明書等）は、すべて協会けんぽの所有情報となる
ことから、手続き完了後は返却することができません。従業員様が協会けんぽへ申請される際はご注意い
ただきますよう、周知をお願いいたします。

※上記（例）の申請に関わらず、添付書類（領収書や証明書等）の原本の返却が必要な場合は、申請時、
任意の付箋や用紙に「原本返却希望」の旨を記入のうえご提出ください。

※旧様式で申請（届出）された場合は、新システムによる自動審査に対応していないため、通常より審査
に時間を要することとなります。必ず新様式をご使用ください。
※旧様式に対応した旧システムによる審査は令和５年９月で終了する予定です。

令和５年４月１日出産分より出産育児一時金が引き上げられました。

旧様式の各種申請書（届出書）は
間もなくシステム対応できなくなります

　 領収書・証明書等
　 原本は返却できません

ご注意
ください！

ご注意いただきたい申請書（例）

① 療養費（治療用装具）

お住まいの市町村の子ども医療費の助成を受けるために、領収書等が必要となる場合があります。
あらかじめ、お住まいの市町村の担当部署へお手続きのご確認をお願いします 。

② 出産育児一時金

海外出産に係る申請の際は、医師の証明や公的機関の書類等、出生が確認できる証明書の添付が
必要です。他の機関への申請等、原本が必要となるかどうか、あらかじめご確認をお願いします。

領収書

出産育児一時金の
支給額の改定について

詳しくはこちらを
ご確認ください。

▼
▼
▼


